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建設業については,建設投資額の減少等によりl今なお厳しい状況が続いており1

中長期的に建設投資額の減少の継続が見込まれる中- その雇用一就業の場は,今後
とも1 -層縮減することが見込まれているが,建設技能労働者については,建設業
の受注産業という特性から,今なお過剰又は不足とする企業が-定程度共存してい
る現状にあるo

また,高齢化の著しい建設業においては,今後,建設技能労働者が総体としても
不足に転じることが見込まれており,必要な建設技能労働者を建設業内に確保し続
けていくことが喫緊の課題となっているo

こうした状況を踏まえ,雇用管理の改善と-体的な労働力需給調整システムを新
たに導入することにより,今後とも重要である技能労働者の雇用の安定を図るとと
もに-建設業内七確保していくため,所要の措置を講ずることとするo
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くり厚生労働大臣による新建設雇用改善計画の策定
厚生労働大臣は1建設労働者の雇用管理の改善,雇用の安定等に関する重要
な事項を定めた新建設雇用改善計画を策定するものとする.
く注1現行の建設雇用改善計画に雇用の安定等に関する重要事項を加えるo

く21事業主団体による実施計画の作成と大臣の認定

建設業に係る事業主団体は1構成事業主の雇用労働者の雇用の安定等のため1
雇用管理の改善及び建設業務労働者就業機会確保事業又は建設業務有料職業紹
介事業を-体として実施することを内容とする r実施計画Jを作成し,構成事

業主の雇用労働者の雇用の安定等に資すると認められる等場合には厚生労働大
臣の認定を受けることができるものとするo

く31建設業務有料織業紹介事業の許可

く21により実施計画の認定を受けた事業主団体は,当該計画に基づいて建
設業務有料職業紹介事業の実施についてこ厚生労働大臣に許可の申請を行うこ
とができるものとするo

厚生労働大臣は,申請者が事業を適正に実施する能力を有すると認められる
場合に許可を行うとともに-事業の実施につVlて指導1事業停止命令,許可の
取消等の措置を講ずることができるものとするo


